
平
成
十
九
年
度
岐
阜
県
知
事
表

彰
が
五
月
十
六
日
、
県
民
文
化
ホ
ー

ル
未
来
会
館
で
行
わ
れ
、
各
界
功
労

者
表
彰
の
市
町
村
行
政
分
野
で
尾
関

洋
治
さ
ん
（
桜
町
）、
近
藤
十
一さ
ん

（
清
住
町
）、
故
杉
山
治
郎
さ
ん
（
円

城
寺
）、
社
会
福
祉
分
野
で
栗
本
幸

一
さ
ん
（
東
宮
町
）
が
受
賞
さ
れ
ま

し
た
。 

尾
関
さ
ん
は
、
昭
和
六
十
三
年

四
月
か
ら
現
在
ま
で
町
議
会
議
員
と

し
て
五
期
十
九
年
余
の
永
き
に
わ
た

り
在
職
し
、
活
発
な
議
員
活
動
に

専
心
さ
れ
、
こ
の
間
、
議
長
（
郡
議

長
会
長
）・
総
務
文
教
常
任
委
員
会

委
員
長
・
議
会
運
営
委
員
会
委
員

長
な
ど
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
、
地
方

自
治
の
振
興
発
展
に
大
き
く
寄
与
さ

れ
ま
し
た
。 

近
藤
さ
ん
は
、
昭
和
五
十
年
八

月
か
ら
平
成
十
七
年
七
月
ま
で
農
業

委
員
会
委
員
と
し
て
三
十
年
の
永
き

に
わ
た
り
在
職
し
、
農
家
の
代
表
と

し
て
農
業
行
政
や
農
業
振
興
に
貢
献

さ
れ
ま
し
た
。 

栗
本
さ
ん
は
、
昭
和
六
十
一
年
六

月
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
ま
で
社
会

福
祉
協
議
会
会
長
と
し
て
二
十
年
の

永
き
に
わ
た
り
、
社
会
福
祉
事
業
の

健
全
な
発
達
を
図
り
、
福
祉
活
動
の

活
性
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域

の
社
会
福
祉
の
発
展
向
上
に
貢
献
さ

れ
ま
し
た
。 

故
杉
山
さ
ん
は
、
昭
和
五
十
年

八
月
か
ら
平
成
十
一
年
七
月
ま
で
農

業
委
員
会
委
員
と
し
て
二
十
四
年
の

永
き
に
わ
た
り
在
職
し
、
農
家
の
代

表
と
し
て
農
業
行
政
や
農
業
振
興
に

貢
献
さ
れ
ま
し
た
。 

岐
阜
県
知
事
表
彰 

尾
関
洋
治
さ
ん
　
近
藤
十
一
さ
ん
　
栗
本
幸
一
さ
ん
　
故 

杉
山
治
郎
さ
ん  
岐
阜
県
知
事
表
彰 

尾
関
洋
治
さ
ん
　
近
藤
十
一
さ
ん
　
栗
本
幸
一
さ
ん
　
故 

杉
山
治
郎
さ
ん  

笠
松
町
春
季
戦
没
者
追
悼
式
が

四
月
二
十
四
日
、
笠
松
・
松
枝
・
下

羽
栗
の
各
地
域
で
し
め
や
か
に
営
ま

れ
ま
し
た
。 

こ
の
日
の
式
に
は
、
戦
没
者
の
遺

族
や
関
係
者
な
ど
が
多
数
参
列
し
、

広
江
町
長
が
「
地
域
の
か
た
が
た
と

行
政
が
協
働
し
て
、
安
心
し
て
暮
ら

し
て
い
け
る
町
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く

こ
と
が
、
戦
争
で
犠
牲
と
な
ら
れ
た

人
や
そ
の
遺
族
の
苦
し
み
や
悲
し
み

に
報
い
る
こ
と
と
な
る
」
と
い
う
式

辞
を
述
べ
ま
し
た
。
続
い
て
、
県
知

事
代
理
、
安
田
町
議
会
議
長
の
追

悼
の
言
葉
が
あ
り
、
式
の
最
後
に
参

列
者
全
員
が
献
花
を
行
い
、
戦
没
者

の
め
い
福
を
祈
り
、
平
和
へ
の
誓
い
を

新
た
に
し
ま
し
た
。 

        

町
で
は
、
今
年
度
よ
り
財
団
法
人

国
際
調
和
ク
ラ
ブ
（
理
事
長
　
青
山

馥
氏
）
か
ら
の
ご
支
援
の
も
と
、
学

費
の
支
払
い
が
困
難
な
高
校
生
に
対

し
卒
業
ま
で
の
間
、
奨
学
金
を
支
給

し
有
為
な
人
材
育
成
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
修
学
助
成
事
業
を
始
め

ま
し
た
。 

今
年
度
は
二
人
か
ら
申
請
が
あ
り
、

教
育
関
係
と
財
団
か
ら
な
る
審
査
会

で
二
人
へ
の
支
給
が
決
定
さ
れ
、
五

月
十
八
日
に
町
長
よ
り
申
請
者
や
保

護
者
に
奨
学
金
の
支
給
決
定
通
知
書

が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。 

申
請
者
は
、
謝
辞
と
と
も
に
充
実

し
た
高
校
生
活
を
送
る
決
意
を
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。 

か
お
る 

笠松町長選挙 
6月17日執行予定 

任期満了に伴う笠松町長選挙が６月１７日（日）に行われる予
定です。貴重な権利を放棄しないよう必ず投票しましょう。 
 
【投票日】６月１７日（日） 
【時　間】午前７時 ～ 午後８時 
【場　所】第１投票区　笠松中央公民館 集会室 
　　　　 第２投票区　松枝公民館 
　　　　 第３投票区　下羽栗会館 

　昭和６２年６月１８日以前に生まれた人で、平成１９年３月１１日以前
に笠松町で住民基本台帳（住民票）が作成され、町の選挙人名
簿に登録されているかた（投票日当日までに町外へ転出されたか
たは投票することができません。） 

【日　時】６月１７日（日）　午後９時～ 
【場　所】笠松中央公民館　３階大ホール 

　投票日に「仕事中」「投票区の区域外に旅行中」などの理由で
投票できないかたは、次の要領で期日前投票ができます。 
【期　間】平成１９年６月１３日（水）～平成１９年６月１６日（土） 
【時　間】午前８時３０分～午後８時 
【場　所】役場 １階 住民課ロビー 
【方　法】宣誓書に書かれている事由を選択し、住所、氏名、生年
　　　　月日を記入します。印鑑は不要です。（入場券がなくても
　　　　 投票できます。） 

 身体に次のような重度の障害があるかたは、郵便により自宅で投票
することができます。 
・身体障害者手帳をお持ちのかたで、両下肢、体幹または移動機能
の障害が１級か２級のかた、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸ま
たは小腸の障害が１級か３級のかた、免疫の障害の程度が１級か
ら３級のかた 
・戦傷病者手帳をお持ちのかたで、両下肢、体幹または移動機能の
障害が特別項症から第２項症までのかた、心臓、じん臓、呼吸器、ぼ
うこう、直腸または小腸の障害が特別項症から第３項症までのかた 
・介護保険の被保険者証をお持ちのかたで、要介護状態区分が要
介護５のかた 
 

６月１２日（火）発送 
万一、入場券をなくしたときでも投票はできますので、投票所で

係員に申し出てください。 
入場券が届かない場合は、町選挙管理委員会へお問い合わせ

ください。 
 

笠松町選挙管理委員会　　1３８８－１１１１ 
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